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○千葉県福祉のまちづくり条例（平成8年3月25日条例第1号） 

（立入調査） 

第二十四条 知事は、第十九条及び第二十一条から前条までの規定の施行に必要な限度において、当

該職員に、特定施設に立ち入り、当該特定施設の構造及び設備について調査させることができる。 


